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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
センサ信号の中に咳事象を認識するコンピュータシステムであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに以下の(1)～(5)のステップを実行させるプログラムが保存された読み
取り可能コンピュータメモリと、
　を含むことを特徴とするコンピュータシステム：
　(1)一回呼吸気量（VT）データ及び音声データを含むセンサ信号データを受信するステ
ップであって、前記VTデータは、胸郭の寸法を反映している胸郭寸法（RC）データと腹部
の寸法を反映している腹部寸法（AB）データとを組み合わせた波形データである、ステッ
プ；
　(2)受信した音包路線が選択された閾値を越えたとき、前記受信した音声データの中に
音事象を認識するステップ；
　(3)前記一回呼吸気量（VT）データを高周波数帯域通過フィルターで濾過する処理して
高周波数帯域通過フィルター処理されたVTデータ(HFB)を得るステップ；
　(4)前記一回呼吸気量（VT）データを低周波数帯域通過フィルターで濾過する処理して
低周波数帯域通過フィルター処理されたVTデータ(LFB)を得るステップ； 
　(5)音事象の持続時間を測定し、該持続時間が所定の時間以下である場合にHFBを選択し
、該持続時間が所定の時間を超える場合にLFBを選択し、選択されたデータに対して以下
の処理（a）および（b）を行うステップ
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　（a）選択されたVTデータの振幅が、既に測定された過去のVTデータの振幅に依存して
選択された閾値を越えたとき、前記選択されたVTデータの中に呼吸事象を認識する処理；
および
　（b）認識した呼吸事象が咳の吐息－吸気パターン特性を有し、認識した音事象が一時
的に呼吸事象と重複しているとき、咳事象を認識する処理。
【請求項２】
前記選択された音包絡線閾値は、バックグラウンドに基づくノイズ閾値を含む、請求項１
記載のシステム。
【請求項３】
前記吐息－吸気パターン特性は、吐息期間と、それに続く吸気期間を有し、それらは、一
回呼吸気量（VT）最小値が音事象の中央部分に発生するように、重複する音事象中対称的
に現れる請求項１記載のシステム。
【請求項４】
前記吐息－吸気パターン特性は、既に測定されたピーク吐息流に依存して決定されたピー
ク吐息流閾値よりも大きいピーク吐息流を有する請求項１記載のシステム。
【請求項５】
前記プログラムが、前記プロセッサに、メル周波数ラッピングを行うことによって、認識
された音事象のピッチの測定を決定するステップを実行させるものであり、ここで、前記
咳事象は、吐息－吸気パターン特性を有する呼吸事象と重複する音事象が、発話音が存在
しないことを示す決定されたピッチの測定を有する場合にのみ認識されるものである、請
求項１記載のシステム。
【請求項６】
前記プログラムは、前記プロセッサに、最大ピッチが咳－発話閾値よりも短い場合、咳－
発話閾値より低いピッチの信号出力が増加している場合、最近の最大ピッチの平均が咳－
発話閾値よりも低い場合、のうちの１又は複数の場合において、重複した音事象が発話音
を含んでいないことをピッチの測定が示すことを認識するステップを実行させるものであ
る、請求項４記載のシステム。
【請求項７】
前記ステップ(5)において、音事象の持続時間が約600ミリ秒よりも短い場合、HFBについ
て処理（a）および（b）を行い、約600ミリ秒よりも長い場合、LFBについて処理（a）お
よび（b）を行う、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、とりわけ家庭環境において眠っている被検体をリアルタイムで生理学的に監
視するシステムおよび方法を提供するものであり、特に、睡眠中の咳頻度と脳波覚醒を監
視するシステムおよび方法を提供する。本発明はまた、覚醒時の被検体および／または外
来患者被検体を監視するのにも有用である。
【背景技術】
【０００２】
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者（およびそれ以外の患者）は、機能レベルと不快レベル
の両方で生活の質に深刻な衝撃を与える恐れのあると言って、咳の酷さを訴えることがよ
くある。病気の進行と治療で咳を理解することで、より目標を明確に絞った治療を行うこ
とができるとともに、患者の病歴をよりよく理解することができるようになることが期待
される。しかし、真の咳頻度と咳の概日分布は比較的未知のままであり、その原因として
は、多数の技術的理由から、「実世界環境」で咳を客観的に量で示すことは困難だったこ
とがある。それ以外のお決まりの手順で咳を客観的に量で示すことは、研究者と被検体の
両方にとって困難であるうえに、時間を要するものであった。
【０００３】
　更に、当該技術には、咳に関する客観的かつ量的なデータと、脳波覚醒を伴う睡眠中の
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咳についてのそのようなデータを提供する、持運び可能な使い易い監視方法およびシステ
ムが存在していない。本件発明者の知るところでは、これまでのどの携帯型装置も、咳を
認識する能力や咳の頻度を監視する能力、或いは、咳と脳波の同時データを提供する能力
をよく示すには至っていない。昼間の咳と夜間の咳を査定する多数の携帯型装置が報告さ
れているが、夜間の咳を、脳電図（EEG）によって詳らかにされるような眠りの構造に咳
が与える影響と一緒に査定したという報告は未だ誰も聞いたことがない。コックス（Cox
）ほか著、「咳強度を客観的に査定する筋電図法およびクエン酸に対する用量反応曲線に
基づくコデインの効果の査定法（An Electromyographic Method of Objectively Assessi
ng Cough Intensity and Use of the Method to Assess Effects of Codeine on the Dos
e-Response Curve to Citric Acid）」（臨床薬理学ブリティッシュジャーナル（British
 Journal of Clinical Pharmacology）第18号、377頁～382頁、1984年刊）、ミュニアー
ド（Munyard）ほか著、「新型着装携行式咳記録装置（A New Device for Ambulatory Cou
gh Recording）」（小児肺病学（Pediatric Pulmonology）18号、178頁～186頁、1994年
刊）、サブライ（Subburaj）ほか著、「咳音の記録分析法（Methods of Recording and A
nalyzing Cough Sounds）」（肺病薬理学（Pulmonary Pharmacology）9号、269頁～279頁
、1996年刊）などを参照のこと。
【０００４】
　当該技術におけるかなりの混乱の原因は、咳と睡眠を監視する客観的方法とシステムが
上述のように無いことであった。一方、睡眠が咳を抑えるという報告は以前からあった。
スー（Hsu）ほか著、「しつこい咳を患う患者における咳頻度：24時間着装携行式記録装
置を使った査定（Coughing Frequency in Patients with Persistent Cough: Assessment
 Using a 24 Hour Ambulatory Recorder）」（欧州呼吸ジャーナル（European Respirato
ry Journal）7号、1246頁～1253頁、1994年刊）などを参照のこと。各地のEEG実験室によ
る研究報告によると、段階３および段階４の眠り（熟睡）では咳はほぼ完全に消失し、咳
に付随して夜中に目覚めるとは思われないことが分かった。パワー（Power）ほか著、「
慢性気管支炎と気腫を患う患者の夜間の咳（Nocturnal Cough in Patients with Chronic
 Bronchitis and Emphysema）」（米国呼吸疾患レビュー（American Review of Respirat
ory Disease）130号、999頁～1001頁、1984年刊）などを参照のこと。他方で、次のよう
な報告もあり、夜間の咳と喘息に付随する喘鳴（ぜーぜー音）が眠りの質を損なうことが
あるのが分かっている。セルビー（Selby）ほかの研究（「夜間喘息に吸入式サルメテロ
ールまたは経口セオフィリンは効くか（Inhaled Salmeterol or Oral Theophylline in N
octurnal Asthema?)」（米国呼吸＆臨床治療医学ジャーナル（American Journal of Resp
iratory & Critical Care Medicine）155号、104頁～108頁、1997年刊）では、患者は50
μgサルメテロール投薬を受けたか、または、個別に用量滴定による持続放出経口セオフ
ィリン投与を受けたか、いずれかであった。サルメテロール治療後は、患者の生活の質は
向上したと報告があった。この著者は、夜中に目覚める回数が減ったことを観察したが、
この覚醒が気道閉鎖のせいなのか、それとも、咳のせいなのかについては示していない。
眠りの構造が治療前と治療後で変化したようには思われなかった。
【０００５】
　他方で、別な研究者による報告では、多数の睡眠障害や肺疾患を患う患者の睡眠と、或
る程度の高齢者の睡眠は、頻繁な短い覚醒で中断されることが分かっている。このような
覚醒は一過性のものであり、大抵は、或る条件下では１分間あたり１回程度の頻度で再発
しながらも、行動認識を生じることは無い。覚醒刺激は多様な疾病ごとに様々に異なって
おり、或る事例（すなわち、咳、無呼吸、脚運動、傷み）では識別することができるが、
別な事例（すなわち、高齢者の「正常な」眠り、不眠症）では、個人特有のものである。
睡眠中のEEGデータで明らかなのは、患者が咳をするために覚醒したことである。従って
、一晩が経過する間、複数回の咳の発作で何度も覚醒すれば、最終的に眠りの質の全般に
障ることになりかねない。重要な事実は、睡眠時間が短くなることよりはむしろ、眠りが
途切れ途切れになってしまう点である。睡眠時間が短くなることに関して、ここで明らか
なのは、睡眠が途切れ途切れになることで日中に眠気が強くなったり、それ以外の心身に
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有害な影響が生じることである。
【０００６】
　このように、客観的かつ量化した咳と睡眠の監視方法および監視システムが無いことが
原因で当該技術に混乱をきたしており、COPD、喘息、それらに類似した諸症状の管理を阻
害してきた。よって、このような方法およびシステムは、医学研究と医療実践に利益をも
たらす。
【０００７】
　本件では多数の引例が挙げられており、それらの開示内容全部はそれぞれの全体が引例
に挙げることにより、あらゆる意味で本件の一部をなすものとする。更に、このような引
例のいずれも、これより前述の部分でどのような特徴づけがなされていたかとは無関係に
、本件の特許請求の範囲に記載されている要旨の発明に先んじて優るものであると認めら
れるものではない。
【０００８】
【非特許文献１】コックス（Cox）ほか著「咳強度を客観的に査定する筋電図法およびク
エン酸に対する用量反応曲線に基づくコデインの効果の査定法（An Electromyographic M
ethod of Objectively Assessing Cough Intensity and Use of the Method to Assess E
ffects of Codeine on the Dose-Response Curve to Citric Acid）」（臨床薬理学ブリ
ティッシュジャーナル（British Journal of Clinical Pharmacology）第18号、377頁～3
82頁、1984年刊）
【非特許文献２】、ミュニアード（Munyard）ほか著「新型着装携行式咳記録装置（A New
 Device for Ambulatory Cough Recording）」（小児肺病学（Pediatric Pulmonology）1
8号、178頁～186頁、1994年刊）
【非特許文献３】サブライ（Subburaj）ほか著「咳音の記録分析法（Methods of Recordi
ng and Analyzing Cough Sounds）」（肺病薬理学（Pulmonary Pharmacology）9号、269
頁～279頁、1996年刊）
【非特許文献４】スー（Hsu）ほか著「しつこい咳を患う患者における咳頻度：24時間着
装携行式記録装置を使った査定（Coughing Frequency in Patients with Persistent Cou
gh: Assessment Using a 24 Hour Ambulatory Recorder）」（欧州呼吸ジャーナル（Euro
pean Respiratory Journal）7号、1246頁～1253頁、1994年刊）
【非特許文献５】パワー（Power）ほか著「慢性気管支炎と気腫を患う患者の夜間の咳（N
octurnal Cough in Patients with Chronic Bronchitis and Emphysema）」（米国呼吸疾
患レビュー（American Review of Respiratory Disease）130号、999頁～1001頁、1984年
刊）
【非特許文献６】セルビー（Selby）ほかの研究（「夜間喘息に吸入式サルメテロールま
たは経口セオフィリンは効くか（Inhaled Salmeterol or Oral Theophylline in Nocturn
al Asthema?)」（米国呼吸＆臨床治療医学ジャーナル（American Journal of Respirator
y & Critical Care Medicine）155号、104頁～108頁、1997年刊）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、覚醒時の被検体と睡眠中の被検体における客観的かつ量化された咳監
視法およびそのシステムである。これ以外の方法とシステムは、EEGデータを処理するこ
とによっても、咳を原因とする睡眠妨害を監視する。本発明はCOPD（慢性閉塞性肺疾患）
、喘息、および、これらに類似する諸症状（例えば、嚢胞性線維症（CF）など）の管理を
支援し、また、医療研究を促進する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のシステムおよび方法は、被検体を監視し、呼吸データおよび脳電図（EEG）デ
ータを収集する。この呼吸データは、とりわけ、咳の発生を客観的に認識するために処理
される。制御された研究環境では、同時ビデオ記録処理で観察下に置かれている被検体に



(5) JP 5344818 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

本発明の方法を適用することにより、99％もの精度が実証されている。同様の精度は、覚
醒時と睡眠中の両方の「実生活」状況で達成され、証明される。EEGデータは、とりわけ
、定常の睡眠ポリグラフ上でマニュアル式に識別することができるものに類似した短い覚
醒を反映した（目覚めている状態を示唆する）、突然の周波数変化を認識することを目的
として処理される。筋電図（EMG）データを或る実施形態で利用することができる場合は
、そのような覚醒を確証するのに、EMG振幅が短期間上昇を根拠とすることができる。こ
のような覚醒は短時間かつ一過性であるため、標準的な20秒間ないし30秒間の睡眠段階勘
定システムを読み解く際の不確かさの原因となることがあり、或いは、完全に見逃されて
しまうことになりかねない。例えば、ボンネット（Bonnet）ほか著、「脳波覚醒：計算上
の規則と具体例－米国睡眠障害教会の睡眠障害図解対策委員会からの予備報告書（EEG Ar
ousals: Scoring Rules and Examples - A Preliminary Report from the Sleep Disorde
rs Atlas Task Force of the American Sleep Disorders Association）」（睡眠（Sleep
）15号、173頁～184頁、1992年刊）などを参照のこと。
【００１１】
　次に、処理された監視データを相互に組合わせて、咳覚醒指数（CAI）や咳障害指数（C
DI)などの、新たな臨床的に相関的な結果変数を決めるようにするのが好ましい。このCAI
は１時間の睡眠中でEEG覚醒を伴う夜間の咳の回数を反映している。夜間の咳がEEG覚醒を
伴わない場合は、咳障害指数（CDI）に計数され、この指数は、覚醒を伴わない１時間の
睡眠中の咳の回数と定義される。このような新たな指数は個々の患者の医療管理のためで
あるとともに、薬理学的化合物の鎮咳プロファイルおよび／または応咳プロファイルを理
解するといったような、医学研究のためでもある。
【００１２】
　より詳細には、本発明は睡眠中の被検体を監視する方法を提供するにあたり、呼吸およ
びEEGデータを記録すること、呼吸データから咳の発生を認識すること、EEGデータから一
過性EEG覚醒の発生を認識すること、認識された事象が認識されたEEG覚醒と関連して発生
している場合に、咳－覚醒事象を検出することなどの手段を利用する。この方法は、更に
、睡眠中の単位期間あたりの咳－覚醒事象の回数として咳覚醒指数を判定する。本発明は
また、呼吸信号およびEEG信号のセンサーを備えている衣類を着用している睡眠中の被検
体を監視するシステムと、本発明の方法を実施するための衣類とデータ通信状態にあるコ
ンピュータシステムとを提供する。本発明はまた、本発明の方法を実施する指令がコード
化されて記憶されているコンピュータが読取れる媒体を含むプログラム製品を提供する。
更に各種の実施形態は咳覚醒指数を使用する方法、咳を患っている患者を治療するにあた
り、患者の咳覚醒指数を判定し、薬剤を投与して、患者の咳覚醒指数が選択された限度内
に収まるように図る手段をとる方法、および、治療薬を評価するにあたり、被検体に治療
薬を投与し、被検体の咳覚醒指数を監視する手段をとる方法を提供する。
【００１３】
　本発明は次の実施形態を含んでいる。第１の実施形態では、本発明は被検体の咳を監視
する、コンピュータにより実現される方法を含んでおり、かかる方法は、被検体から入手
された一回呼吸気量（VT）データを処理して、呼吸のピークから次のピークまでの振幅が
閾値を超過した場合の呼吸事象を認識するようにし、被検体から入手された音声データを
処理して、音包絡線が閾値を超過した場合の音事象を認識するようにし、認識された各呼
吸事象を処理して、一時的に音事象と重複しているか否かを判定し、咳の吐息－吸気パタ
ーン特性を有しているか否かを更に判定し、音事象と重複する呼吸事象と特徴的な吐息－
吸気パターンを有している呼吸事象とを、咳事象として選択する。
【００１４】
　本実施形態の選択された局面は、被検体の喉と接触させたセンサー、または、被検体の
喉の極めて近位のセンサーから音声データを入手する工程と、被検体から入手された加速
計データを処理して、被検体の運動を認識し、咳の間、被検体の動きが全く認識されない
場合は選択された咳事象を維持し、そうではなく、咳の間、被検体の動きが認識された場
合は咳事象を放棄する工程とを含んでいる。
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【００１５】
　第２の実施形態では、本発明は被検体の咳を監視する、コンピュータにより実現される
方法を含んでおり、かかる方法は、被検体から入手された呼吸データおよび音声データを
処理して、咳事象を認識するようにし、被検体から入手されたEEGデータを処理して、一
過性覚醒事象を認識するようにし、認識された咳事象が認識されたEEG覚醒事象に関連し
て発生した場合には、咳－覚醒（CA）事象を検出する。
【００１６】
　本実施形態の選択された局面は、被検体から入手された加速計データを処理して、被検
体の動きを認識し、咳の間、被検体の動きが認識されない場合は、選択された咳事象を維
持し、そうではなく、咳の間、被検体の動きが認識された場合は、咳事象を放棄し、更に
、選択された期間にわたりCA指数（CAI）を、選択された期間中のCA事象の回数として判
定し、選択された期間にわたる複数のCAIは被検体の睡眠期間にわたっている。
【００１７】
　第３の実施形態では、本発明は被検体の咳を監視する、コンピュータにより実現される
方法を含んでおり、かかる方法は、一回呼吸気量（VT）データおよび音声データを処理し
て、咳を認識してから、更に、咳事象ごとに処理して、咳事象の深度の、静かな呼吸の期
間中の平均吐気量に対する割合を判定する。次に、本実施形態の選択された局面は、前述
の割合が嚢胞性線維症の特徴を示していると判断される範囲に入っている場合には嚢胞性
線維症として分類し、前述の割合が感染後の咳の特徴を示していると判断される範囲に入
っている場合には感染後の咳として分類し、その場合、感染後の咳の範囲は嚢胞性線維症
の咳の範囲よりも狭く、或いは、前述の範囲がCOPD咳の特徴を示していると判断される範
囲に入っている場合には慢性閉塞性肺疾患（COPD）の咳として分類し、COPDの咳の範囲は
感染後の咳の範囲よりも狭い。
【００１８】
　第４の実施形態では、本発明は、被検体に由来する呼吸信号、音声信号、および、EEG
信号を発信するセンサーを装備した監視用衣類を装着している睡眠中の被検体を監視する
システムと、指令がコード化されて記憶されているコンピュータが読取れる記憶媒体を含
んでいるコンピュータシステムとから構成されており、指令は、センサー信号を受信し、
呼吸信号および音声信号を処理して咳事象を認識し、EEG信号を処理して一過性覚醒事象
を認識し、認識された咳事象が認識されたEEG覚醒事象に関連して発生した場合には咳－
覚醒（CA）事象を検出し、複数の選択された期間にわたるCA指数（CAI）を選択された期
間中のCA事象の回数と判定するよう指示するものである。
【００１９】
　本実施形態の選択された局面は、加速計信号を処理して被検体の動きを認識し、咳の間
、被検体の動きが認識されない場合は選択された咳事象を維持し、そうではなく、咳の間
、被検体の動きが認識されない場合は咳事象を放棄し、音声信号を発信するセンサーは被
検体の喉に接触して、または、被検体の喉の極めて近位に置かれる。
【００２０】
　本発明はまた、本発明の各種の方法をそれぞれの局面全部について実施する指令がコー
ド化されて記憶されているコンピュータが読取れる記憶媒体を有しているプログラム製品
を含む。本発明のまた別な応用例は、医学的問題と薬学的問題を解決することを目標とし
た方法を含んでいる。例えば、１つのそのような方法は、被検体の咳を治療することを目
標としており、選択された期間にわたる被検体の咳障害指数（CDI）を選択された期間中
の咳事象の回数と判定し、その場合、そのような咳事象は特許請求の範囲の請求項１の方
法によって判定され、また、鎮咳治療薬を被検体に投与して、CDIが選択された限度内に
収まるようにする。
【００２１】
　かかる方法のまた別な例は、睡眠中の咳を原因とする被検体の睡眠障害を治療すること
を目的としており、被検体が睡眠中である選択された期間にわたる咳覚醒指数（CAI）を
、睡眠中の選択された期間の咳－覚醒事象の回数と判定し、その場合、そのような咳－覚
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醒事象は特許請求の範囲の請求項１の方法によって判定され、また、鎮咳治療薬を被検体
に投与して、CAIが選択された限度内に収まるようにする。かかる方法の更に別な例は、
被検体の治療薬を査定することを目的としており、選択された期間にわたる被検体の先行
咳障害指数（CDI）を判定し、治療薬を被検体に投与し、更に選択された期間にわたる被
検体の後続CDIを判定し、先行CDIを後続CDIと比較して、被検体の咳に対する治療薬の効
果を判定する。
【００２２】
　本発明はまた、このような方法のまた別な局面とまた別な実施形態を含んでおり、それ
らは後段の説明、図面、特許請求の範囲から明らかになる。
【００２３】
　本発明の特殊な実施形態は後段の詳細な説明および添付図面から分かるが、記載されて
いる多様な実施形態は添付の特許請求の範囲の各請求項にも記載されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明は、本発明の好ましい実施形態の後段の詳細な説明、本発明の特殊な実施形態の
具体例、および、添付の図面を参照することで、より十分に理解することができる。
【００２５】
＜Ａ１　好ましい実施形態の詳細な説明＞
　本発明のシステムおよび方法の好ましい実施形態を以下に説明する。後段で、また、本
明細書全体で、見出しを使っているのは明瞭にし、便利よくするためにすぎない。
【００２６】
＜Ａ２　本発明のシステムおよび方法＞
　図２は一般に、本発明の方法を例示している。簡単に説明すると、これらの方法は２種
類の別個の連続する生理学的データを処理および結合して、新規な咳覚醒指数を判定する
。被検体の呼吸データ、音声データ、動きデータ３１は、事前処理３３の後で、客観的か
つ自動的な処置３５で使用されて、被検体の咳の発生を検出する。被検体の脳電図（EEG
）および眼電図（EOG）（一般に、選択された筋電図（EMG）データ）３７は、事前処理３
９の後で、客観的かつ自動的な処置４１で使用されて、被検体の覚醒の発生を検出する。
認識された咳と覚醒の発生は互いに関連づけされて４３、判定済みの咳覚醒指数および咳
障害指数４５が出力される。このような工程と付随するシステムは、後段でより詳細に説
明される。
【００２７】
＜Ａ２－２　咳事象の認識＞
　本発明により処理されるデータは、図１に例示されている衣服またはシャツ１のような
、装着可能な監視用装置によって得ることができ、かかる衣類は十分に快適かつ突出して
いないため、被検体の眠りは（実質的に）妨害されることはない。このような衣服は、必
要な被検体監視データを収集するためのセンサーで具現化され、または、そのようなセン
サーに一体的に含まれて、一晩中もの間の家庭内の設定で睡眠中の生理学的記録を行える
ようにし、かつ／または、無制限な出歩ける設定で日中に生理学的記録を行えるようにす
る。
【００２８】
　この衣服は、本発明のデータを提供するために使用される監視用器具の好ましい一例で
ある。この衣類は、本発明を制限することはなく、他の実施形態においても、本発明によ
って処理されるデータは、当該技術で周知の他のセンサー技術によって収集され、また、
そのようなセンサーを監視下にある被検体上に配置および配列することにより回収するこ
とができる。しかしながら、ただ簡明にするために、後段の説明は、監視用衣服とそれに
付随するシステム構成要素の好ましい実施形態に大いに関連づけられている。
【００２９】
　呼吸信号、音声信号、および、動き信号３１はそれぞれに、誘導体積変動記録（IP）呼
吸センサー帯５、７（または、それ以外のセンサー種類で、呼吸速度情報と呼吸量情報を
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供与するもの）、シャツの内側にあるものとして例示されている具体的な加速計１１のよ
うな、体姿勢と体の動きを検知する１個以上の加速計など、更には、喉マイク１４のよう
な、咳の音を検出する１個以上のマイクから入手される。衣服１（ここでは、「シャツ」
とも呼ばれる）は、被検体の体に従って伸び縮みするのに十分に抱き包むように適合する
伸縮自在な素材から作られており、そこに埋設されたIPセンサー帯（呼吸測定のための、
呼吸誘導体積変動記録帯すなわちRIP帯として周知である）が被検体の上体の断面領域ま
たは周囲を測定することができるようになっている。RIP帯は１個でよいが、RIP帯を２個
使うのが好ましい。すなわち、胸郭のレベルの帯５と腹部のレベルの帯７である。IP技術
の詳細（および、当該技術で周知の代替センサー技術の詳細）は、後段の見出しＡ３部分
とそこに含まれる引例に記載されている。
【００３０】
　EMG信号およびEOG信号３７はEEGセンサーおよびEOGセンサーから入手されるが、その具
体例として、単体バイポーラ（頭頂骨に配置される）EEGセンサー１５および単体リードE
OGセンサー１３などがある。EEGセンサーおよびEOGセンサーは、例えば、導電性コネクタ
１７などによってシャツ１と電気連絡状態にあるのが好ましい。本発明については任意で
あるが、また別なセンサーがシャツに接触され、または、シャツと電気連絡状態に置かれ
てもよいが、例えば、パルス酸素計、カプノグラフ、EEG電極（参照番号９ａ、９ｂで例
示されている）などがある。病院、医院、または、研究室では、上記以外の信号が広範な
生理学的センサーから得られる。
【００３１】
　好ましい衣類１と局在的に関連して、データケーブル２により（または、短波ラジオリ
ンクにより）局所データ記録装置３が動作可能に衣類の被検体センサーに接続されている
。データ記録装置３は通院用途では好ましく、小型かつ軽量で、ベルトに装着したり、ポ
ケットに入れたり、シャツ１に埋め込むことができるようになっているのが好ましい。こ
の装置は、十分な医学的明細とオフライン解析に備えた満足のゆく正確さと精度でセンサ
ーデータを記憶し、ディジタルダイアリを実現するためのタッチスクリーン（または、そ
れ以外のユーザー入力設備）を備えており、ディジタルダイアリーのデータは解析コンピ
ュータに転送されて、センサー読取り値と相互に関連づけられる。
【００３２】
　本発明の方法は、コンピュータ２１などのような解析コンピュータで実行される解析ソ
フトウエアによって実現される。解析は信号記録（オンライン）と同時に行われるか、ま
たは、後で（オフラインで）行われる。オフライン解析については、センサーデータはデ
ータ記録装置３から解析コンピュータ２１に転送され、コンパクトフラッシュ（登録商標
）カードのようなメモリカード１９に保存される。これに代わる例として、データは、携
帯電話技術などを利用したデータ伝達などの無線リンクによって転送することができる。
本発明の方法を実現するこのような解析ソフトウエアの全部または一部は、光ディスク２
３のようなコンピュータが読取ることのできる媒体のプログラム製品として利用できるよ
うにしてもよい。睡眠監視処理については、衣類１を担体とするセンサーがデータ解析保
存システム２１に直接接続される。代替例として、睡眠中に使用するためのデータ記録装
置は、携帯性を減じるという犠牲を払う代わりに、上記以外の能力を付加して処理を行う
ようにしてもよい。
【００３３】
　再度、図２を参照すると、センサーデータを初期ディジタル化して処理する工程３３は
、アナログセンサー信号の必要なディジタル化として、ディジタル信号をフィルタ処理し
てノイズと偽信号を除去する処理を含んでいる。呼吸信号を更に処理する工程は、１個以
上のRIP帯からの信号を較正および結合して、呼吸速度信号および一回呼吸気量（ＶT）信
号に変換すること（更に任意で、それでも残存している偽信号を除去するように処理する
）と、それぞれを解析して指標と傾向を判定することを含んでいる。これらの処理工程の
詳細を後段で説明する。
【００３４】
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　マイクデータを更に処理する工程は、低周波数音声成分とそれぞれの一時的変動性を識
別する処理を含むが、これらは咳の特徴を示す音事象を認識するために結合される。好ま
しい実施形態では、低周波数音声成分が所定回数、所定の閾値を超過した場合は、咳と予
測される事象であると識別される。このような閾値と回数は個々の被検体の変化を反映す
るために調節されるのが好ましい。
【００３５】
　次に、客観的な、コンピュータにより実施される処理工程３５は、咳と予測される事象
を認識するために、事前処理された呼吸信号、音声信号、および、動き信号を結合し、較
正する。このような事象は、データが個々の激しい吐息を示して、一部が閉じた声門に向
けて１呼吸のうちに発生している場合に認識される。特に、咳と予測されるものは、高い
吐息流を伴って実質的に（一時的に）局在判定された指標吐息流を超過した呼吸信号によ
って示される。更に、咳は一部が閉じた声門に向けた吐息であるから、或る期間にわたっ
て実質的に一定である低周波数成分を含む音事象に関連していることが多い。処理済みの
マイクデータからこのような特性を含む音を観察することでも、咳と予測されるものが分
かる。咳は、特徴的な呼吸事象の発生により認識され、咳と予測されるものは、特徴的な
呼吸事象と特徴的な音事象の同時発生によって認識される。
【００３６】
　図３は、このような方法に従って検出された咳と予測されるものを例示している。同図
は、８個の同時発生痕跡を含んでおり、上から下の順に、一回呼吸気量（ＶT）信号、胸
郭RIP帯（RC）信号、腹部RIP帯（AB）信号（ＶTはRC信号とAB信号の組合せである）、心
電図（ECG）信号、マイクロフォン（MIC）信号、認識された複数音事象（EVT）（MIC信号
から認識される）の同時発生、認識された咳（CGH）の同時発生、加速計（ACC）信号であ
る。どの痕跡についても、時間は左から右に向かって経過する。ＶT信号はRC信号とAB信
号の較正された組合せであり、EVT信号はMIC信号に由来する複数音事象の同時発生を示し
ている。
【００３７】
　図３は、３回認識された咳と予測されるもの５１ｃ、５３ｃ、５５ｃを示している。５
１ｃは、EVT５１ｂがＶT信号の大きな負の傾き５１ａによって示される高い吐息流と同時
発生していることを根拠に咳と認識される。同様に、咳５３ｃおよび咳５５ｃはEVT５３
ｂおよびEVT５５ｂがＶT信号の大きな負の傾き５３ａおよび５５ａとそれぞれ同時発生し
ているのを示している。EVT５７ａ、EVT５７ｂ、EVT５７ｃは咳と認識されないが、それ
は、ＶT信号の大きな負の傾きに一致していないからである。最後に、EVT５９ａは、ＶT

信号の吸気（正の傾き）５９ａと対応しているので、咳ではない。
【００３８】
＜Ａ２－３　EEG覚醒の認識＞
　図２をもう一度参照すると、処理工程３７で受信されたEEG信号およびEOG信号（これに
代えて、選択されたEMG信号）が処理工程３９で事前処理されてから、工程４１で一過性
覚醒を認識するために使用される。好ましいEEGセンサー位置は、EEG技術ではありふれた
位置決め表記を使って規定されるが、参照符号Ｃ４／Ａ１またはＣ３／Ａ１の中央バイポ
ーラ設置位置と、Ｏ１／Ａ２、Ｏ２／Ａ１またはＯＺ／Ａ１、もしくは、ＯＺ／Ａ２など
の任意のバイポーラ後頭部基準設置位置がある。好ましいバイポーラEOG電極設置位置はL
OC／A1および／またはROC／A2である。代替の実施形態では、EOG信号は顎下信号またはそ
れ以外EMG信号で補足され、或いは、それらと置換されてもよい。
【００３９】
　受信された信号は、次いで、工程３９でディジタル化され、再処理される。通例、約50
 Hzを超過するEEG信号およびEOG信号はそれほど興味の対象とはならず、適切な信号デジ
タル化は100／毎秒（ナイキスト周波数）であり、ディジタル化は150／毎秒またはそれ以
上であるのがより好ましく、200／毎秒またはそれ以上であるのが更により好ましい。次
に、ディジタル化された信号は低域フィルタで濾過され、約50 Hz以上などのあまり重要
ではない高周波数成分が除去される。最後に、標準的なEEG周波数帯、すなわち、アルフ
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ァ帯、ベータ帯、シータ帯、デルタ帯などに準じているのが好ましいが、信号周波数成分
と時間の関係を反映している分光写真タイプの出力を供与するように、信号が処理される
。この処理は、例えば、時間窓を設けた帯域通過フィルタバンク、または、多元分解能ウ
エーブレット分解によって行うことができるが、この場合、フィルタの通過帯域またはウ
エーブレット分解能はEEG周波数帯に従って選択される。
【００４０】
　次に、EEG覚醒の標準定義から得られる規則を好ましくは不随意的に適用することによ
り、工程４１で、中心部の微分EEGまたは後頭部の微分EEGのいずれかから導出される分光
写真型出力から、覚醒が認識される。例えば、ボンネットほか著、「脳波覚醒：計算上の
規則と具体例－米国睡眠障害教会の睡眠障害図解対策委員会からの予備報告書」（睡眠15
号、173頁～184頁、1992年刊）などを参照のこと。好ましいルールの認識によると、EEG
周波数が３秒以上持続して16 Hz（例えば、シータ周波数、アルファ周波数、および／ま
たは、ベータ周波数など）よりも高い帯域で、ただし、スピンドルなしに突然シフトした
ことを分光写真が表している場合は、覚醒であるとする。生理学に対立するものとして、
３秒という基準は主として方法論的であるため、これ以外の持続時間を使用して、各種の
状況でEEG周波数シフトを信頼をもって認識することができるようにしてもよい。
【００４１】
　この規則は或る二次的規則に従って限定することができる。覚醒は睡眠を途絶する周期
的現象であると考えられているので、二次的規則の１つは、被検体がどの睡眠段階であれ
10秒以上眠っている場合に覚醒と認識されるものとし、更に、どの段階であれ10秒以上の
眠りが先行する覚醒と今回の覚醒との間に挟まっている場合に、二回目（今回）の覚醒が
認識されるものとする、というものである。大まかに言って、10秒という期間が選択され
ているのは、10秒に満たない間隔にわたり睡眠状態か覚醒状態かを判定することは信頼性
が劣るからである。しかし、独立した覚醒と勘定するのに必要な最小量の介在する睡眠は
バックグラウンドEEGで決まり、状況によって変動することがある。
【００４２】
　また別な二次的規則は、EEG特性に従って睡眠を周知の分類法を使ってレム（REM: Rapi
d-Eye-Movement）睡眠またはノンレム睡眠（NREM: non-REM）睡眠に分類する（ノンレム
睡眠は更に副次的分類により睡眠段階１、２、３、４に分類される）。ノンレム睡眠では
、覚醒は、EEG特性のみに基づいて認識される。しかし、アルファまたはシータEEG活性の
バーストはレム睡眠ではよくあることであるうえに、生理学的覚醒を反映していないこと
があるため、レム睡眠から覚醒であると信頼をもって勘定に入れるのに追加要件として、
EOG（またはEMG）振幅が増大することを加えるのが好ましい。しかし、EMG振幅の変動の
みを基準として覚醒と見なすことはできない。本質的に、レム睡眠が認識された場合、覚
醒と認識するには、そのようなEOG振幅またはEMG振幅の増大が必要となる。
【００４３】
　覚醒を認識する際に有用となる別な規則は、ボンネットほかなどの先行技術文献に記載
されている別な状況から得ることができる。
【００４４】
＜Ａ２－４　咳－覚醒事象の認識＞
　図２を再度参照すると、工程３５において認識された咳が工程４１で認識されたEEG覚
醒と関連して検出されるような睡眠中は、工程４３で咳－覚醒事象が認識される。咳が覚
醒中に発生した場合、咳と覚醒は関連があり、また、咳が覚醒を含む時間窓の範囲内で発
生した場合、咳と覚醒は関連がある。好ましい時間窓は覚醒の前に先行し、約30秒の長さ
を保つ（または、約１分までの長さを保つ）。これ以外の好ましい時間窓は、覚醒の後に
続く約30秒である（または、約１分）。これ以外の好適な時間窓は、個々の被検体ごとに
判定される。覚醒期間中または覚醒に関連する時間窓の期間中に咳が発生していない場合
、咳が覚醒と関連づけられることはない。
【００４５】
　図４は具体的な咳－覚醒事象を例示している。同図は、11個の同時発生痕跡を含んでお
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り、上から下の順に、EEG信号（EEG）、EOG信号（EOG）、認識された覚醒（ARS）、一回
呼吸気量（ＶT）信号、胸郭RIP帯（RC）信号、腹部RIP帯（AB）信号、高周波数フィルタ
処理済みＶT信号（HFB）、マイクロフォン（MIC）信号、認識された複数音事象（EVT）の
同時発生、認識された咳（CGH）の同時発生、加速計（ACC）信号である。どの痕跡につい
ても、時間は左から右に向かって経過する。咳６１ｄは、強迫的な吐息６１ｂが音事象６
１ｃと同時発生したと認識される。また、咳６１ｄはEEG覚醒６１ａと関連して（ここで
は、EEG覚醒６１ａの最中に）発生しているので、咳－覚醒事象が認識される。強迫的な
吐息６１ｂは、低周波数成分が除去された後のHFB信号の６１ｂ'では一層顕著である。被
検体に由来する加速計データを監視するのも好ましい。高域通過フィルタでこのデータを
濾過処理することで、被検体の動きに関する情報が供与され、低域通過フィルタで処理さ
れたデータは被検体の姿勢に関する情報を供与する。動きの変動および／または姿勢の変
動はセンサー信号に偽信号を生じることがあるので、動きの変動および／または姿勢の変
動に関与する咳および／または覚醒は放棄するのが有利である。
【００４６】
　次に、咳覚醒指数（CAI）は、睡眠中の１時間あたり（または、それ以外の適切な期間
あたり）の咳－覚醒事象（咳と覚醒に関与する）の回数と判定される。咳障害指数（CDI
）は、咳－覚醒事象の一部ではない（すなわち、EEG覚醒と関連している）睡眠中の１時
間あたり（または、それ以外の適切な期間あたり）の咳の回数と判定される。CAIとCDIの
和は、１時間あたりの咳の合計数である。
【００４７】
　このような指数は、監視下にある被検体および監視中の担当人員が使う出力である。例
えば、監視下にある被検体は、CAIが容認できる閾値より低くなるように、または、容認
できる範囲内に収まるように薬物服用量を調節することで、被検体の睡眠構造の異常を適
切に緩和することができる。医療監視人員は、薬物開発、薬物試験、または、薬物評価の
途中で被検査集団のCAIおよびCDIを監視することができる。
【００４８】
＜Ａ２－５　咳覚醒指数の具体例＞
　本発明のシステムおよび方法、睡眠障害の特性、および、CAIの臨床的重要性は、以下
の測定によって確かめられる。
【００４９】
　中程度から重症までのCOPDを患っている10人の患者が、米国カリフォルニア州ヴェンチ
ユラに居所を置くヴィヴォメトリクス・インコーポレティッド（VivoMetrics, Inc.）か
らライフシャツ（LifeShirt：登録商標）監視システムを利用しながら個々の正常な日常
活動を実施しながら、各自の家庭で監視下に置かれた。ライフシャツシステムは、上述の
好ましい監視用衣類とデータ記録装置を実装していた。特に、監視用衣類はRC RIP帯セン
サーおよびAB RIP帯センサーと、修正型の四肢用II型ECGセンサーと、姿勢と動きのフィ
ルタ装備した加速計センサーと、咳音を識別するために甲状軟骨の接触マイクセンサーと
を備えていた。睡眠中は、関与するEEGセンサーおよびEOGセンサーからのデータも記録さ
れた。この生理学的監視データは、上述の好ましい方法によっても処理された。更に、ビ
デオ（オーディオ付き）テープ記録術を利用して、好ましい自動咳認識を検証した。感度
0.78、特異性1.0、および、精度0.99が観察された。
【００５０】
　このような測定の結果が以下のものを含む。第１に、図５は、丸一日のうち１時間あた
りの平均咳周波数を２日分、例示している。咳周波数は、両日とも相互に似たような概日
パターンを追従しており、午前８時頃と午後２時から午後４時までの期間に咳周波数のピ
ークがあることを特徴とする。夜間の咳は、早朝を除き、ほぼ夜通し顕著な頻度で発生し
た。このような夜間の咳の数は、その一例が図４に示されているが、EEG覚醒中に発生す
るか、または、覚醒に関与する認知できる時間窓の範囲内で発生し、従って、患者のCAI
の一因となった（他の咳はCDIに計上された）。
【００５１】
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　次に、睡眠は、記録されたEEG信号を評価するために先に説明した規則を利用してノン
レム睡眠（段階１から段階４）とレム睡眠に段階分けされて、睡眠段階ごとの期間中の咳
の回数が確かめられた。図６は次のような測定値を例示している。すなわち、点描暗色棒
線はCOPD患者の各睡眠段階中の咳の平均回数を示しており、黒塗り矩形はCOPD患者が各睡
眠段階に費やした平均持続時間を示しており、更に、白抜き矩形（REF）は、正常で健康
な、上記患者と同じ年齢の管理者が各睡眠段階に費やした平均時間を示している。これら
の値は全て平均値であり、平均値の標準偏差は誤差バー（Ｔとして表記されている）によ
ってうまく示されている。この図は、COPD患者がノンレム睡眠とレム睡眠のそれぞれの段
階３と段階４の両方を通して均一に分布する咳を経験したことを示している。しかし、ノ
ンレム睡眠の段階１の間、咳は幾分か増大し、ノンレム睡眠の段階２の間、ひときわ多数
回の咳が発生した。従って、夜間の咳は浅い眠りの段階で最も頻繁に発生し、そのため、
このようなCOPD患者は段階１の睡眠における正常なパーセント時間よりも高いパーセント
時間を費やしている。
【００５２】
　従って、夜間の咳はこのようなCOPD患者がより深い眠りの段階へと自然に進んでゆくの
を妨げ、段階１の眠りと段階２の眠りに法外なパーセント時間が費やされるという睡眠妨
害の構造の主因となっている。このような睡眠妨害は日中の作業性能に逆影響を及ぼしが
ちであり、生活の質を低下させ、それ以上の問題を引き起こす可能性がある。これで、咳
の影響を受けやすい被検体の夜間の咳を監視および治療する重要性が確認される。
【００５３】
　更に、先に説明された方法に従って監視下のCOPDに対してCAIが判定され、各患者のCAI
は、患者の予測されるピーク吐息のパーセント流量と相互に関連があった。予測された吐
息のパーセント流量は、患者のFEV1の、患者と年齢が一致する正常な管理人について予測
されたFEV1に対するパーセント割合であるが、COPDを監視する際に有用となる気道閉鎖の
分かっている測定値である。図７Ａはこのような比較の結果を例示している。すなわち、
予測されたピーク吐息のパーセント流量をCAIと二変数適合させると、有意水準0.05で相
関関係強度が0.64であるのが分かる。この相関関係は、観察された肺機能と睡眠の質とを
結びつける臨床医学的変数としてのCAIの有用性を確認するものである。
【００５４】
　重要なのは、本発明の測定値と指数がコンピュータが実行する方法によって客観的に判
定されるという点である。このような測定値は患者への問診と回収された回答に依存して
はいない。これに比べて、咳と睡眠障害の先行技術の判定は、患者の回答の回収や報告と
いう、いずれも信頼できないと分かっているものに依存してきたのであった。図７Ｂは、
予測されたピーク吐息のパーセント流量を咳の指数と対比させた、明らかに信頼できない
比較の別な例を示している。咳発生を長期記録したものが無いまま使用された咳指数はカ
プサイシンに対する感度であったが、カプサイシンは唐辛子の活性成分であるとともに味
覚上の辛さの尺度で使用される咳誘発性刺激原である。予測されるピーク吐息のパーセン
ト流量と強い相関関係にある客観的に判定された咳覚醒指数を示している図７Ａと比較し
て、図７Ｂは、COPDと喘息のいずれについても、予測されるピーク吐息のパーセント流量
とこの咳指数との間に観察できる相関関係を示していない。
【００５５】
＜Ａ３－１　好ましいシステムおよび方法＞
　この項は、先に説明されたシステムおよび方法の更に別な詳細を説明するものである。
【００５６】
＜Ａ３－２　好ましいシステム＞
　呼吸データは、被検体の胸郭の経時変化する断面領域を反映しているのが好ましく、ま
た、被検体の腹部の経時変化する断面領域を反映しているのが有利である。確立された生
理学的モデル（例えば、呼吸量の２成分モデルなど）を照合しながらの信号処理技術とパ
ターン認識技術は、生理学的事象が発生した生理学的諸機能と回数の証拠すなわち測定値
を与えることができる。例えば、呼吸率、一回呼吸気量の証拠、心拍血液量の証拠、呼吸
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が落着きを取り戻す発生回数などを入手することが好ましい。
【００５７】
　そのような測定値についての１つの好ましいセンサー技術は、誘導体積変動記録（IP）
である。この技術は、心臓機能と呼吸機能に関する信頼できる半定量データおよび定量デ
ータを供与するように、臨床的に既に正式に認められている。簡単に述べると、ＩＰは監
視下にある被検体の喉、腹部、および、それ以外の肉体構造について多用なレベルで設置
されている導電ループ（一般に、センサー帯として構成されている）のインダクタンスを
測定する。このような経時変化するループインダクタンス測定値は、それらのループによ
って包絡されている経時変化する断面積を主として反映している。
【００５８】
　しかしながら、本発明はIPベースのセンサーに限定されるものではなく、代替のセンサ
ー技術を採用することができる。代替のセンサー技術があるとすれば、それは、IPベース
のセンサーと同様に、喉、腹部、または、それ以外の肉体構造を通る１つ以上の階層で、
断面積、周囲長さ、または、それぞれの幾何学的均等物（例えば、応力や歪など）を反映
した測定を行うものである。それらについての信号は、IPセンサー信号のために既に開発
済みの方法によって処理することができる。例えば、代替のセンサーは、目下開発中であ
るか、または、これから開発される予定の糸の技術と繊維の技術に基づくものである。す
なわち、センサーは応力依存抵抗を示す導電性の糸の抵抗を測定することができ、衣類ま
たは帯に組み入れ、または、局所歪みが周方向全体の歪を反映するように織られた繊維の
局所歪みを、センサーは光学手段または電気手段により測定することができる。また別な
具体例としては、代替のセンサーは、肉体構造を通して幾何学的パラメータ（距離など）
を測定するのにエネルギー放射（超音波、電場、磁場、または、電磁場のような）を利用
してもよい。
【００５９】
　それ以外のセンサーは、必要に応じて、また、入手できれば、本発明に組み入れてもよ
い。そのようなセンサーとしては、例えば、化学物質（ＣＯ2やＣＨ4などに晒すセンサー
）、生物危害（多種の放射線、多種の微生物など）のセンサー、および、それ以外のセン
サーがある。IPベースの装着可能なセンサーと衣類の詳細は、センサー特許と衣類特許、
および／または、心臓機能特許に開示されている。
【００６０】
　生理学的センサーが、多種多様な衣類を着用した監視下の被検体に配置されるのが好ま
しいが、そのような衣類の具体例として、帯、部分シャツ、シャツ、部分ボディースーツ
、全身用ボディースーツなどの、突出部のない、快適な、窮屈ではない繊維の衣類がある
。本発明は多様な上述のような衣類とセンサーの配置を含んでおり、その細部は主として
、生理学的監視の種類と程度で決まる。このような衣類は睡眠できるような設計で、かつ
／または、それほど邪魔にならずに通院活動を行えるような設計であるのが好ましい。
　好ましいIP技術、IP技術の衣類への配置、IP技術による処理と解釈、および、或る緊密
に提携するセンサー技術の詳細は、本出願の現在の譲受人に目下譲渡されている次の米国
特許および特許出願（IP特許）に見ることができる。このような特許および出願はいずれ
も、それぞれの全体が引例に挙げることで、あらゆる意味で本件の一部をなすものとする
。IP技術と繊維および衣類へのIP技術の配置を開示している米国特許（「センサー特許お
よび衣類特許）には、例えば、米国特許第6,551,252号、第6,341,504号、第6,047,203号
、第5,331,968号、第5,301,678号、および、1989年2月28日交付の第4,807,640号（伸縮自
在なIPトランスデューサー）がある。
【００６１】
　IP信号処理を開示している米国特許（データ処理およびデータ翻訳特許）は、例えば、
第6,413,225号、第6,015,388号、第5,159,935号、第4,860,766号、第4,834,109号、第4,8
15,473号、第4,777,962号、第4,648,407号、第4,373,534号、および、第4,308,872号があ
る。同様の米国特許出願としては、コイル（Coyle）ほかによる2004年4月9日出願の出願
番号第（未定）号で、現在の弁護士訴訟事件番号10684-035-999号と、出願番号第10/457,
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097号がある。IP信号を処理して心臓機能の測定値を得ることを開示している米国特許（
心臓機能特許）は、具体例として、第5,588,425号、第5,178,151号、第5,040,540号、第4
,986,277号、第4,456,015号、および、第4,452,252号と、米国特許出願第10/107,078号が
ある。
【００６２】
＜Ａ３－３　咳事象認識方法＞
　一般に、このような方法にとりかかるのに、AB信号、RC信号、および、VT信号を含む入
力呼吸パラメータから呼吸事象候補を認識し、更に任意で、音声入力から音事象候補を認
識するという手段を利用する。次に、呼吸事象候補とこれに関与する音事象候補の同時発
生的組合せから、咳事象が検出される。咳の種類の酷さは、呼吸事象パラメータと音事象
パラメータの各値によって弁別することができる。
【００６３】
＜＜咳認識の第１の方法＞＞
　咳検出の第１の好ましい方法は呼吸データのみを使用し、従って、音声データが利用で
きない場合に有利となる。第１の咳検出方法によると、咳は、0.25秒から3秒の範囲にわ
たる所定の閾値よりも長い吐息期間を有する真の呼吸と認識されなければならない。有用
かつ好ましい閾値は約1秒であり、これは個人ごとに違っていてもよい。次に、このよう
な基準に合致している真の呼吸は、それぞれのピーク吐息流（PEF）が、最初の２分間の
窓に基づいて定まるような、連続する中位基本水準PEF値の所定の閾値よりも高い場合に
は、咳と認識される。好ましいPEF閾値は、連続する中位基本水準PEF値の100％から1000
％かそれより高い割合までの間にあり、大半の被検体にとって、約250％よりも高いPEF閾
値は結果として、適切な咳認識を生む。閾値は、過去の監視データを利用して特定の被検
体ごとに個別的に扱うことができる。
【００６４】
　図８は、咳９４と咳９８を含む現実の被検体データを例示している。PEFは、短く素早
い吐息であると、dV/dt（dVt/dtと標識を付されている）曲線から判定されるが、ここで
は、同じ２回の咳９６と咳１０２が短く鋭い吐息として容易に視認される。この例では、
咳９６のPEFは連続する中位PEF基本水準の約400％であるが、咳１０２については、PEFは
基本水準の約380％である。
【００６５】
＜＜咳認識の第２の方法＞＞
　咳検出の第２の方法は咳検出の支援策として音声入力を組み入れており、音声データが
利用できない場合に好ましい。この項目と添付の図面では、入力データと得られたデータ
は、次のような略表記で言及されることが多い。
　　　　　ＲＣ　　　胸郭（RC）測定値（入力データ）
　　　　　ＡＢ　　　腹部（AB）測定値（入力データ）
　　　　　ＶT　　　 一回呼吸気量（RC測定値とAB測定値から先に説明したようにして
　　　　　　　　　　　抽出された方法入力データ）
　　　　　HFB       高周波数帯域通過フィルタ処理されたＶT（抽出データ）
　　　　　LFB       低周波数帯域通過フィルタ処理されたＶT（抽出データ）
　　　　　FAB       高周波数帯域通過フィルタ処理されたAB（抽出データ）
　　　　　MIC       喉のマイクから記録されたマイク音声信号（入力データ）
　　　　　ＳＥ　　　マイク音声信号包絡線（得られたデータ）
　　　　　PITCH　　 選択された時間間隔のうちの最重要音声ピッチレベル(抽出データ)
　　　　　PITCHm    選択された時間間隔のうちの平均音声ピッチレベル（抽出データ）
　　　　　EVT       音事象と持続時間検出装置（方法工程）
　　　　　CGH       咳マーカー（検出された咳が存在することを示す方法出力データ）
【００６６】
　簡単に説明すると、一回呼吸気量VTはまず、フィルタを通されて、高周波数成分と低周
波数成分に分けられる。AB信号もフィルタを通されて、高周波成分を選別する。これらは
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更に、任意で、高周波数ノイズと低周波数移動偽信号を更に制限するように設計されてい
る。フィルタ処理語の信号はそのピークから次のピークまでの出力振幅、すなわち、呼吸
振幅（最大吐息と最大吸気の差）が所定の閾値Ｔを超過している場合は、呼吸信号と音声
信号の両方がより詳細に検査されて、咳のように見える事象の存在を検出する。閾値を超
過していない場合は、咳事象が存在する見込みはない。
【００６７】
　音声信号（例えば、喉のマイクからの）は発話認識フロントエンドで処理されて、音事
象が言葉で表明された発話か言葉で表明されていない発話かを判定する。この判定で重要
なのは、抽出信号PITCHmであり、この信号は選択された帯域ｍにおける有限持続期間にわ
たるピッチの値の平均である。この平均レベルは、被検体が話をしている、または、会話
に関与している場合にはかなり上昇し、咳の場合には上昇しない。ピッチ値の算定は、ケ
プストラム係数またはメル周波数ケプストラム係数（MFCC）に存在しているピークから次
のピークまでの出力を測定することによって実施される。また別な重要な抽出信号がPITC
H信号である。音声信号処理に由来する出力はパルスであり、図１１のEVT痕跡によって例
示されている通りであるが、そのタイミングと持続時間は、入力音声データ中に検出され
た重要な音事象のタイミングおよび持続時間に等しい。
【００６８】
　音事象が存在しない場合は、咳は検出されない。音事象が存在している場合、その持続
時間は、フィルタ処理後のどの呼吸信号が咳特性検出装置に供与されるべきかを決める。
音事象の持続時間が比較的長い場合（すなわち、中位重要性の音事象よりも長く）、例え
ば、>=600 msec.の場合、低周波数帯域通過フィルタ処理後の呼吸データLFBが咳特性検出
装置によって解析される。音声持続期間が比較的短い場合（すなわち、中位重要性の音事
象よりも短く）、例えば、<=600 msec.の場合、高周波数帯域通過呼吸データHFBが解析さ
れる。この信号選択は移動および動き偽信号を適切にフィルタで除去し、咳特性がより明
確に検出されるように誘導することが分かっている。
【００６９】
　図９は、咳検出の第２の方法の詳細を例示している。一回呼吸気量の痕跡VTは、RC帯お
よびAB帯の線形的に重み付けされた和であると先に判定されているが、これがまず ２個
の互いに平行なFIR帯域通過フィルタを通過させられて、ピーク出力（フィルタ処理され
た信号の最大値によって反映されるような）が測定されて、ピーク出力が閾値Ｔを超過し
た場合には、起こり得る咳事象の存在を判定する。入力呼吸信号のフィルタは有限衝撃反
応（FIR）設計のものであるのが好ましいが、無限衝撃反応（IIR）フィルタで、位相シフ
トまたは時間遅延が最小限であるものを使用してもよい。ここでは、呼吸信号位相は十分
に平静で、対応する音声信号と一時的に一致したままになるようにしなければならない。
 
【００７０】
　高周波数帯フィルタについては図１０Ａに例示され、低周波数帯フィルタについては図
１０Ｂに例示されている、十分に鋭い周波数特性と平坦な位相特性を達成するのに好まし
いとして、1024のフィルタ長が判定された。表１はこれら好ましいそれぞれのフィルタの
パラメータをリスト化しており、胸郭および腹部（RCおよびAB）から得られた十分な呼吸
運動を維持しながら、発生し得る被検体の肉体運動を表記の限度までフィルタで選別する
ようにパラメータが選択されている。
【表１】
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【００７１】
　次に、ピークから次のピークまでの出力が測定され、閾値と比較される。ピークから次
のピークまでの出力は正特性信号の最大値と負特性信号の最小値との差になるように取る
のが好ましい。所定の閾値に合致している場合は、咳事象の候補はフィルタ処理された呼
吸信号に存在している可能性があると考えられる。この閾値に合致していない場合は、咳
事象は存在している可能性があるとは見なされず、信号のこの部分をそれ以上処理するこ
とは実施されない。信号LFB、信号HFB、信号FABはこの判定を行うために測定される。信
号FABはABフィルタ処理痕から残存しているフィルタ残差であり、RCおよびABが互いに異
相であるとともにVTに差の効果を発揮して帯域で真の作用力を減じている場合には、有利
である。
【００７２】
　閾値Ｔは、正常な呼吸がそれ以上の検査に回されることがないように選択されるのが好
ましい。閾値は中位数、平均値、または、それ以外の、被検体の現在の呼吸測定値であれ
ばよい。これに代わる例として、固定された閾値が使用される。一般に、休息中または睡
眠中の被検体には約200 mlの吐息量が相応である。相応な吐息量が広い範囲にわたる特定
の被検体集団には固定された閾値が選択されるのが好ましく、そのような特定の一被検体
にも固定された閾値が選択されるのがより好ましい。閾値は、被検体の現在の吐息量の百
分率として選択されてもよい。
【００７３】
　次の工程は入力マイク信号（MIC）を処理する。図１１は、拡大尺度で、具体的な音声
包絡線、痕跡SE、具体的なマイク入力からの抽出、痕跡MICを例示している。音声包絡線
は全ての呼吸帯と同じサンプル周波数まで標本化されるのが好ましく、50 Hzであるのが
好ましいが、フィルタ残差の効果と呼吸信号の派生物（これも50 Hzで標本化されるのが
好ましい）の効果を最小限に抑える。この標本化はマイクの信号の流れからサンプル30個
ごとに平均化する処理を含んでいるが、これはまず、1500 Hzで標本化されて、50 Hzの音
声包絡線を与える。同図はまた、所定の音事象、痕跡EVT、付随する高周波フィルタ処理V

T信号、痕跡HFBを例示している。
【００７４】
　次に、音声包絡線信号は音事象検出と持続期間判断のために処理される。選択された多
数の較正バックグラウンドノイズ閾値であると判定された閾値を音包絡線が通過すると、
音事象の開始が認識される。ノイズ閾値は局所または長期マイク記録（240時間までが使
用された）に基づいて較正されるのが好ましい。この信号は、＋１と－１の間の変量に応
じて定められ、音声包絡線信号スケールのレベル30（任意の単位）を表している。有利な
事象閾値はノイズ閾値の２倍になることが分かっており、すなわち、値60になると分かっ
ている。音声包絡線がノイズ閾値（ここでは、値60）より低いレベルまで低下した場合、
音事象は終了する。喉マイクの使用はバックグラウンドノイズを最小限に抑える。音事象
は、振幅10（任意の単位）のパルスおよび音事象の長さに等しい持続時間として、EVT痕
跡に跡を残される。音事象が検出されない場合、咳が存在しているようには見えず、信号
のこの部分の処理が終了する。
【００７５】
　咳特性は、処理された呼吸信号と処理された音声信号を組合せることによって見つけら
れる。起こり得る音事象が起こり得る呼吸事象と一致する場合は、このような信号の１つ
は音の持続時間に従って選択されてから、更に咳特性を検出するために解析される。重要
な音咳事象の持続時間を判定してしまってから、LFB信号またはHFB信号のいずれかが咳特
性の存在を求めて更に解析される。周波数帯を選択して解析するために、音事象の持続時
間が測定される。短い音事象の持続時間にわたり、すなわち、約600 ms（個々に調節され
るのが好ましい）より短い事象の間、HFB信号が解析されるが、これは、短縮された音事
象時間によって明らかになるような短い咳ほど、高い呼吸周波数成分を示す可能性がある
（吐息をより短い時間に出すために）からである。逆に、より長い持続時間の音事象ほど
、低い周波数信号の呼吸信号を含む可能性があるため、LFB信号は更に咳特性を検出する
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ために選択される。
【００７６】
　典型的な咳特性が図１１のHFB痕跡に示されている。咳特性は、咳事象として分類され
る音事象と関連して発生するHFB痕跡またはLFB痕跡のいずれか一方または両方の鋭い呼吸
が後に続く、鋭い吐息（ピークが高い吐息流に対応する）を示すのが好ましい。HFB痕跡
またはLFB痕跡の最も低いサンプル値は、関連する音事象の中央領域に近接して配置され
るのが好ましい。中央領域は、音事象の開始から起算した音事象持続時間の33％よりも長
く、事象の終わりから起算した事象持続時間の33％よりも短い時間と定義される。更に、
この最小値はＴ値を超過しなければならず、この値は特定の被検体についての平均呼吸量
（平静で落ち着いた状態の呼吸と識別された期間中に測定される）に基づいて選択および
較正される。
【００７７】
　更に、最小値の両側のHFB痕跡またはLFB痕跡の傾斜（および、そのような傾斜の勾配）
は次のような制限範囲内にあるのが好ましい。第一に、各サンプル[x(n)-x(n-1)]の間の
差は、特性の中央より前では負であり、中央より後で終了部より前では正となるべきであ
る。次に、この特性は、中央サンプルすなわち最小値の両側に同じような傾斜を有して、
適度に対称的であるべきである。中央サンプルすなわち最小値の両側の傾斜の終端点は、
減少し始める前に信号が最大振幅に達する点である。このような終端点は、事象の終端の
後、または、事象の終端の前の事象持続時間の50％よりも長い期間を超過するべきではな
い。このようなきつい制約を適用することにより、咳のような事象を誤って咳と検出する
可能性が減ることが分かっている。これに代わる例として、閾値は、ピーク吐息量とそれ
に続くピーク吸気量によって超過されていなければならないと指定されてもよい。
【００７８】
　咳特性検出装置が咳がありそうにないと判定した場合、信号のこの部分をそれ以上処理
するのが終わる。一実施形態では、咳特性が検出された場合、咳が存在しそうだというこ
とが最終的に出力される。しかしながら、好ましい実施形態では、咳音を発話音から分離
するために、音声信号が更に分析される。更に分析することで、入力音波形を小さくまと
まったパラメータ表示に変換し（周波数対時間の表示形態に変換するのが好ましい）、咳
音が発話音から区別できるようにするが、咳音は一般に周波数が低く、発話音は周波数が
高い。従って、周波数関連の閾値は小さくまとまった表示に規定されて、閾値より低い信
号が咳音である可能性が高いとしてもよい。咳と思われるものＰをピッチが超過した場合
は、その事象は咳である可能性があるとは見なされない。ピッチ判定が満足のゆくもので
あれば（Ｐより小さい場合）、この実例は咳が存在しそうだと出力する。
【００７９】
　上記の検査を以下に要約する。関連する音事象が咳音を含んでいないで、かつ／または
、発話音を含んでいると判定された場合は、咳の呼吸特性を示す事象候補は咳であるとは
見なされない。逆に、関連する呼吸事象が咳特性を示していない場合、咳の音特性を示し
ている事象候補は咳であると見なされない。ピッチに依存する代替の検査は、咳－発話閾
値より高い信号出力が存在していたとしても、咳－発話閾値より低い信号出力が増大して
いる場合には、音事象を咳と容認する。PITCH値が或る閾値（1.5ないし2のメル周波数閾
値）より高い場合、事象候補は真の咳であるとは見なされない。PITCH値がこの閾値より
もちょっと低いだけでも、PITCHm値がこの閾値より高い場合は、事象候補は咳と見なされ
るが、この場合、PITCHmは所定期間内の全てのPITCH値の平均である。このようなPITCH値
の平均がこの閾値より高い場合、この事象の前後に発話が存在していたこと、よって、こ
の事象が多分、発話であることを意味する。
【００８０】
　このような別なテストについて、発話音声信号の特性は10 msec.の時間増分にわたって
停滞していると見なされ、よって、音声信号のピッチはそのような持続時間の上述のよう
な区分にわたって解析される。発話信号の停滞部の一例が図１３Ａ（時間の単位はmsec.
）に示されている。より長い持続期間にわたると発話信号特性は確かに変化して、異なる
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可聴音が発生していることを反映するようになるが、短時間の分光分析は音声信号をその
ように特徴づける周知の方法である。
【００８１】
　音声信号のピッチ特性をパラメータを使って抽出および表示する幾つかの技術が公知で
あり、例えば、線形予測コード化（Linear Prediction Coding:LPC）、メル周波数ケプス
トラム係数（MFCC）、などがある。MFCCは好ましい方法であることが分かっている。一般
に、MFCCは人間の耳に重要な帯域幅の周知の変形例に基づいているため、このような係数
はメル周波数スケールで表現され、1000 Hzよりも低い周波数では線形で、1000 Hzより高
い周波数では対数である。このようなフィルタは音声学的に重要な発話特性を捕らえる。
【００８２】
＜＜ＭＦＣＣ判定＞＞
　図１２は、MFCCを算定する好ましいプロセスのフローチャートであり、この項目で説明
する。1500 Hzで標本化された音声入力を処理し、標本化周波数は発話成分と咳成分を分
解するように選択される。このプロセスの第１工程であるフレームブロック化工程は、連
続する音声入力信号をＮ個の標本のフレームにブロック化し、互いに隣接し合うフレーム
はＭ個の標本で分離される（Ｍ ＜ Ｎ）。第１フレームは第１のＮ個の標本から構成され
ている。第２のフレームは、第１フレームの後のＭ個の標本で始まり、Ｎ個ないしＭ個の
標本分だけ第１フレームと重なり合う。同様に、第３フレームは第１フレームの後の２Ｍ
個の標本で始まり（または、第２フレームの後のＭ個の標本）、Ｎ個ないし２Ｍ個の標本
分だけ第１フレームと重なり合う。このプロセスは、音声信号全体が１個以上のフレーム
にブロック化されてしまうまで続く。好ましいブロック化のパラメータＮおよびＭはＮ＝
６４（～40 msec.の窓生成に等しく、高速二乗根（radix-2）FFTを容易にする）およびＭ
＝３２を満たす。
【００８３】
　ウインドウ化工程は個々のフレームに窓を生成し、フレーム境界部の信号非連続性を最
小限に抑える。連続する平滑な窓を利用して、各フレームの最初と最後で信号をゼロに先
細らせることにより、分光歪みは最小限に抑えることができる。窓が次のように定義され
ている場合、すなわち、

で、但し、Ｎが各フレームの標本の個数である場合、ウインドウ化の結果は次のように表
される信号である：
【数１】

本発明ではハミングの窓を利用するのが好ましい。それは次のように定義される：

【数２】

【００８４】
　次の処理工程は高速フーリエ変換であり、これは、Ｎ個のサンプルからなる各フレーム
を時間ドメインから周波数ドメインへ変換する。FFTは離散フーリエ変換（DFT）を実現す
る周知のアルゴリズムであり、これは、Ｎ個の標本からなる組｛xn｝について次のように
定義される：

【数３】

一般に、Ｘn’は複素数である。結果として生じる数列｛Ｘn｝は次のように解釈される。
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すなわち、ゼロ周波数はn=0に対応し、正の周波数

は値

に対応し、負の周波数

は値

に対応する。ここで、ＦSは標本化周波数を示している。この工程の結果はスペクトル図
またはペリオドグラムとして言及されることが多い。図１３Ｂは図１３Ａの信号のスペク
トル図またはペリオドグラムを例示している。
【００８５】
　この次の工程はメル周波数ラッピングである。精神物理学研究は、音の周波数成分の人
間の認識は線形スケールを踏襲していないことを示している。従って、現実の周波数ｆが
単位Hzで測定されるトーンごとに、主観的ピッチがメルスケールと呼ばれる尺度で測定さ
れるが、これは、1000 Hzより下では線形周波数開きを示し、1000 Hzより上では対数開き
を示す。基準点として、知覚できる可聴閾値より40 dB高い、１kHzトーンのピッチは、10
00 メルと規定される。よって、次の近似式が所与の周波数ｆ（単位Hz）についてメル数
を算定する：

【数４】

【００８６】
　主観的な音声スペクトルを広くシミュレートするのに、フィルタバンクを使うが、フィ
ルタは図１３Ｃに例示されているようなメルスケールで均一な開きが設けられている。フ
ィルタバンクは三角形帯域通過周波数反応を示すのが好ましく、開きのみならず帯域幅も
一定のメル周波数間隔によって決まる。メルフィルタ処理された入力信号S(ω) のメルフ
ィルタ処理されたスペクトルは、従って、S(ω) が入力である場合は、このようなフィル
タの出力からなる。メルスペクトル係数の数Ｋは、通例は、18から24の間で選択される。
フィルタバンクは周波数ドメインに付与され、よって、その値は単純に、図１３Ｃの三角
形の窓係数を図１３Ｂの時間周波数スペクトル倍したものになる。この方法で、低い標本
率のせいで、入力信号周波数スペクトルにＫ＝１０メルのスケールフィルタバンクを付与
するのが好ましいことが分かっている。
【００８７】
　ケプストラム判定の最終工程では、対数メルスペクトルが時間的に逆変換された結果、
メル周波数ケプストラム係数（MFCC）を生じる。発話スペクトルのケプストラム表示は、
所与のフレーム解析を目的として、信号の局所スペクトル特性の表示を供与する。メルス
ペクトル係数（および、それぞれの対数も）実数であるため、離散余弦変換（DCT）を利
用して、時間ドメインに変換される。よって、最終工程の結果であるメル出力スペクトル
係数が

（k = 1, 2, ..., K）で示される場合、MFCC、すなわち、

は、次のように算定される：
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【数５】

第１成分

は、発話者指定情報をほとんど含んでいない入力信号の平均値を表しているので、DCTか
ら排除されるのが有利である。
【００８８】
　図１３Ｄは、図１３Ａから図１３Ｃに既に提示されている発話信号についてのケプスト
ラム出力を例示している。咳と言葉で表されていない発話音は、1.5ないし2のメル周波数
閾値より低いレベルまで低下するのが一般的であることが分かっている。言葉で表された
発話が具体例の信号に存在していることが明らかである理由は、信号出力がこの閾値より
高いレベルでより高いピッチで存在するからである。PITCHm信号は、メル周波数スペクト
ルの単なる平均値、または、累乗偏頗された平均などとして得られる。PITCH信号は、離
散余弦変換の結果として生じた最大（重要な、または、総メル出力の５％、10％、または
、20％を含む）メル周波数ケプストラム係数として得られる。
【００８９】
＜＜咳の酷さと分類＞＞
　任意で、検出された咳は酷さと種類について解析される。咳の酷さの事象は、帯域通過
フィルタ処理された肺活量データ、すなわち、LFB信号とHFB信号の特別な特性を抽出する
ことにより解析される。これらの特性は、咳特性の深度または振幅と、咳特性の最後の部
分の反射吸気を含んでいる。咳の病理学的原因の弁別を可能にする手段として、平静かつ
落ち着いた状態の呼吸と識別された期間に１被検体あたりについて算定された平均吐息量
に関する咳の深度の割合がある。これにより、咳の酷さは個々の較正に基づいて判定する
ことができるようになり、よって、肺疾患を判定するのを助けることができる。更に、こ
のような手段としては、咳事象の期間中の吐息量と吸気量の両方の変化率を含む。また別
な手段は咳の各区分を解析し、咳事象の互いに異なる間隔の量の変化率を比較する。
【００９０】
　似たような事例で、このような信号（咳量）の振幅とそれぞれの傾斜（空気流量）を結
合して、１種類の咳を別な種類の咳と分類する診断基準にすることができる。このような
基準は、例えば、咳の異なる深度、咳事象の最後の反射吸気活動を反映する。フィルタ処
理されていないＶTの咳特性の発現は、特に酷い咳を更なる認証である。このようなより
簡単な酷さの基準を利用して、CF咳は、多に比較して酷くなる可能性があるという理由か
ら認識され、COPD咳は、それほど酷くなりそうにないからという理由で、認識される。PI
C咳は中くらいの酷さになる可能性がある。フィルタ処理されていない一回呼吸気量痕跡
ＶT中に存在する咳特性は、極めて酷い咳を伴う。
【００９１】
＜Ａ３－４　咳の具体例＞
　多様なタイプの咳特性とそれぞれを弁別するための好ましい基準を、ここで、図１４Ａ
、図１４Ｂ、図１５Ａ、図１５Ｂ、図１６Ａ、図１６Ｂに関連づけて説明する。慢性閉鎖
性肺疾患（COPD）は一般に、進行性傾向で悪化する呼吸機能に向かう１群の肺疾患につい
ての言及である。肺へ送る空気流を進行性傾向で阻害するCOPDの２つのよくある原因は、
気管支炎と気腫である。慢性気管支炎では、気道が遮断され、炎症を起こし、気管支の粘
膜生成腺が肥大し、過剰量の粘膜が肺に分泌される。よって、この形態のCOPDは、過剰な
粘膜を取除くために咳をする必要を増大させてしまう。
【００９２】
　図１４Ａと図１４Ｂは、ソフトウエアアプリケーションに実装され、かつ、視聴覚記録
によって確認されるような、本発明のシステムおよび方法によって同定されたCOPD咳を例
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示している。HFB痕跡とLFB痕跡は、図１４Ａの真の咳が鋭い（短期間に大量の空気流の）
吐息の後に鋭い吸気が続くことを特徴とすることを例示している。更に、音事象は、低ピ
ッチを示しているうえに咳音を含んでいることが極めてありそうな特徴を示した喉マイク
入力から検出された。図１４Ｂは、異なるCOPD被検体に由来する幾つかの咳ではない事象
と１つの真の咳事象を例示している。咳ではない事象は、呼吸咳のしるし（LFB信号およ
びHFB信号における鋭い吸気と吐息）を伴うことがない、低ピッチの音事象であるのが分
かる。他方で、真の咳事象は、適切な特性を示す関連音事象と関連呼吸事象を特徴とする
。
【００９３】
　嚢胞性線維症（CＦ)は生命を脅かす多数系統症状であり、主として、肺と消化系を脅か
す。嚢胞性線維症は気道を閉鎖する粘性の粘液を分泌するに至り、頻繁に咳をすることで
気道から粘液を取除こうとする必要が生じる。咳は粘膜を緩和し、呼吸を楽にすることが
多い。図１５Ａと図１５Ｂは２人の嚢胞性線維症患者の咳を例示している。関連する痕跡
、とりわけ、HFB痕跡およびLFB痕跡を吟味すれば、このような咳はCOPD由来の咳よりも酷
く、大きな振幅および／または強い気流を含んでいることが明らかとなる。更に、振幅は
、咳特性がフィルタ処理されていない一回呼吸気量（ＶT）痕跡において容易に識別され
るのに十分な大きさである。
【００９４】
　感染後の咳（PIC）は、上位気道のウイルス感染後、極めてありふれている。このよう
な感染症は、粘液分泌が増大するのとは無関係、持続性炎症のせいで咳を誘発することが
ある。図１６Ａと図１６Ｂは PIC 咳の２つの具体例を例示している。このような咳は、C
F咳とCOPD咳の中間ぐらいの酷さのものであるのが分かる。
【００９５】
　本件に記載され、権利請求されている発明は、ここに開示されている好ましい実施形態
によって範囲が限定されるべきではなく、それは、このような実施形態は本発明の幾つか
の局面の例示にすぎないと解釈されるべきだからである。均等な実施形態はいずれも、本
発明の範囲に入るものと解釈される。実際、本件に例示および説明されているものに加え
て、本発明の多様な修正が前掲の詳細な説明から当業者には明らかとなる。そのような修
正例も、添付の特許請求の範囲の範囲に入るものと解釈される。
【００９６】
　本明細書では多数の引例を挙げたが、それらの開示内容全部のそれぞれ全体が、引例に
挙げることによりあらゆる意味で本明細書の一部をなすものである。更に、このような引
例のいずれも、前段でどのように特徴づけられたかとは無関係に、本件の特許請求の範囲
に記載されている要旨の発明に先んじて優るものと認められるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】装着可能な監視装置とこれに付随する処理システムを例示した図である。
【図２】本発明の一般的な方法を例示した図である。
【図３】咳事象検出の一例を示した図である。
【図４】咳－覚醒検出の一例を示した図である。
【図５】COPDを患っている患者の具体的な日中の咳の変動性の一例を示した図である。
【図６】COPDを患っている患者の睡眠妨害構造の一例を示した図である。
【図７Ａ】肺機能についてのCAI指数の関係の一例と似たような関係を欠いた先行技術の
一例を示した図である。
【図７Ｂ】肺機能についてのCAI指数の関係の一例と似たような関係を欠いた先行技術の
一例を示した図である。
【図８】具体的な咳信号を例示した図である。
【図９】咳検出方法を例示した図である。
【図１０Ａ】好ましいフィルタ反応を例示した図である。
【図１０Ｂ】好ましいフィルタ反応を例示した図である。
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【図１１】咳の間に記録された具体的データを例示した図である。
【図１２】ピッチ判定法を例示した図である。
【図１３Ａ】ピッチ判定法の一例を示した図である。
【図１３Ｂ】ピッチ判定法の一例を示した図である。
【図１３Ｃ】ピッチ判定法の一例を示した図である。
【図１３Ｄ】ピッチ判定法の一例を示した図である。
【図１４Ａ】COPDを患っている患者の咳の具体例を示した図である。
【図１４Ｂ】COPDを患っている患者の咳の具体例を示した図である。
【図１５Ａ】CFを患っている患者の咳の具体例を示した図である。
【図１５Ｂ】CFを患っている患者の咳の具体例を示した図である。
【図１６Ａ】感染後の咳（PIC）を患っている患者の咳の具体例を示した図である。
【図１６Ｂ】PICを患っている患者の咳の具体例を示した図である。

【図１】 【図２】
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